
農山漁村６次産業化対策事業実施要綱

制定
２１ 総 合 第２０７４号
平成 ２２ 年 ４ 月 １ 日
農林水産事務次官依命通知

改正 平成22年11月26日 22総合第1182号
改正 平成23年 4月１日 22総合第1691号

第１ 趣旨
世界的な人口増加や経済成長、地球温暖化等の進展により、我が国における

食料を含めた各種資源の調達が将来的に不安定化するリスクが高まっている一
方で、我が国の農林水産業の活力は著しく低下し、農山漁村地域の維持・存続
も危ぶまれている状況にある。

このような状況に対応するためには、農林水産業と２次産業・３次産業とを
融合・連携させることにより、農林水産業・農山漁村の有する農林水産物その
他の「資源」を食品産業をはじめとする様々な産業と連携して利活用し、新た
な付加価値を生み出す地域ビジネスの展開や新産業を創出する「農山漁村の６
次産業化」を推進することが重要である。

農山漁村６次産業化対策事業は、この「農山漁村の６次産業化」に資する施
策を一体的かつ総合的に推進することを目的とするものである。

第２ 目標
農山漁村の６次産業化に向けた取組を推進し、新たな市場・付加価値を創出、

農山漁村地域の雇用の確保と農林漁業者の所得向上を推進することを目標とす
る。

第３ 事業の種類等
農山漁村６次産業化対策事業において実施する事業の種類及び内容並びに事

業実施主体は、別表１に掲げるとおりとする。

第４ 事業の実施
１ 事業の採択等

採択基準については、大臣官房環境バイオマス政策課長、大臣官房国際部
長、総合食料局長、生産局長又は経営局長（以下「局長等」という。）が別
に定める。

なお、整備事業（農山漁村６次産業化対策整備事業をいう。以下同じ。）
の実施に当たって事業実施主体が設定する成果目標の内容並びに達成すべき
成果目標の基準及び目標年度（以下「成果目標等」という。）については、
大臣官房環境バイオマス政策課長、総合食料局長、生産局長又は経営局長（以
下「整備事業担当局長等」という。）が別に定めるところによる。

２ 費用対効果分析
事業実施主体は、整備事業（緑と水の環境技術革命プロジェクト事業のう

ち新技術の確立・実証（実証施設の整備）を除く。）を実施するに当たって
は、投資に対する効果が適正かどうかを判断し、投資が過剰とならないよう、
投資効果等を十分に検討するとともに、整備する施設等の費用対効果分析に
ついては、次の(1)から(3)までに掲げる事業の区分に応じ、当該(1)から(3)
までに定める者が別に定める手法を用いて費用対効果分析を行うものとす
る。
(1) ６次産業化推進整備事業のうち農業主導タイプ 経営局長
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(2) ６次産業化推進整備事業のうち地産地消タイプ 生産局長
(3) ６次産業化推進整備事業のうち農商工等連携タイプ 総合食料局長

第５ 事業実施計画
１ 事業実施計画の作成及び承認

事業実施主体は、局長等が別に定めるところにより、事業実施計画を作成
し、別表２の左欄に掲げる事業実施主体の区分に応じ、それぞれ同表の右欄
に掲げる者（以下「事業承認者」という。）に提出して、その承認を受ける
ものとする。

なお、第４の１により事業実施主体が設定する成果目標等については、事
業実施計画に記載するものとする。

２ 事業実施計画の変更又は中止若しくは廃止
事業実施計画の変更（局長等が別に定める重要なものに限る。）又は中止

若しくは廃止については、１に準じて行うものとする。

第６ 国の助成措置
国は、毎年度、予算の範囲内において、農山漁村６次産業化対策事業の実施

に必要な経費について、別に定めるところにより補助するものとする。

第７ 報告
事業実施主体は、局長等が別に定めるところにより、事業実施計画を承認し

た事業承認者に対し、事業の実施状況等を報告するものとする。

第８ 事業の評価
整備事業の事業実施主体は、事業実施計画で設定した成果目標等の達成状況

及び施設等の利用状況について、整備事業担当局長等が別に定めるところによ
り、事業評価を行い、当該事業の事業実施計画を承認した事業承認者に報告す
るものとする。

第９ 収益納付
１ 事業実施主体は、局長等が別に定めるところにより、当該事業の実施に伴

う企業化等による収益の状況を報告するものする。
２ 国は、１の報告を受けた場合において、当該事業の実施により事業実施主

体に相当の収益が生じたと認めるときは、局長等が別に定めるところにより、
交付された補助金の全部又は一部に相当する金額について、事業実施主体に
対し、納付を命ずることができるものとする。

第１０ その他
１ 国は、事業実施主体に対し、この事業に関して必要な報告を求め、又は指

導を行うことができるものとする。
２ 事業の実施に当たっては、事業の種類、内容等に即して農山漁村の男女共

同参画社会の着実な形成を図るために「男女共同参画推進指針」（平成１１
年１１月１日付け１１農産第６８２５号経済局長、統計情報部長、構造改善
局長、農産園芸局長、畜産局長、食品流通局長、農林水産技術会議事務局長、
食糧庁長官、林野庁長官、水産庁長官通知）に基づく対策の着実な推進に配
慮するものとする。

３ 農山漁村６次産業化対策事業の実施につき必要な事項は、この要綱に定め
るもののほか、局長等が別に定めるところによるものとする。

附 則

１ この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。
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２ 次に掲げる通知は、廃止する。
（１）食品産業競争力強化対策事業実施要領（平成２０年３月３１日付け１９

総合第１７４４号農林水産事務次官依命通知）
（２）農林水産物・食品地域ブランド化支援事業実施要綱（平成２０年４月１

日付け１９生産第９５４９号農林水産事務次官依命通知）
（３）農林水産物等輸出促進支援事業実施要綱（平成１８年４月２５日付け１

７国際第１４１８号農林水産事務次官依命通知）
（４）環境バイオマス総合対策推進事業実施要綱（平成２１年３月３０日付け

２０環第２６８号農林水産事務次官依命通知）
３ ２に掲げる通知により平成２１年度までに実施した事業については、なお

従前の例による。

附 則
この要綱は、平成２２年１１月２６日から施行する。

附 則
１ この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。
２ この通知による改正前の本要綱により実施した事業については、なお従前の
例による。
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別表１(第３関係)【抜粋】

事業の種類 事 業 の 内 容 事 業 実 施 主 体

農山漁村６

次産業化対

策整備事業

未来を切り

拓く６次産

業創出推進

事業

Ⅰ 基幹対策

１ 農林漁業

者の加工・

販売への取

組促進

(1) ６次産 農業法人等の経営の多角化、地産地消の活動の推進 10 総合食料局長、

業 化 推 進 及び農商工等連携による国産農林水産物を活用した新 生産局長及び経営局

整備事業 商品等の事業化に必要な施設等の整備等を行う。 長が別に定める者か

１ 農業主導タイプ ら公募により選定さ

農業法人等が農業生産のみならず、加工･流通･販 れた団体

売等にわたる経営の多角化に取り組む際に必要とな

る機械・施設の整備等を行う。

２ 地産地消タイプ

農業協同組合等が地産地消に取り組む場合に必要

な加工・販売等に係る施設の整備等を行う。

３ 農商工等連携タイプ

安定的取引関係を確立した農林漁業者と食品の加

工・販売を行う民間事業者等が地域の資源である農

林水産物を活用した新商品等の事業化を促進するた

めに必要な機械・施設の整備等を行う。
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別表２（第５関係）【抜粋】

農山漁村６次産業化対策事業に係る事業承認者

事業実施主体の区分 事業承認者

６次産業化推進整備事業のうち農業主導タイプの事業実
施主体

北海道に所在する事業実施主体 経営局長

沖縄県に所在する事業実施主体 沖縄総合事務局長

その他の都府県に所在する事業実施主体 地方農政局長

６次産業化推進整備事業のうち地産地消タイプの事業実
施主体

北海道に所在する事業実施主体 生産局長

沖縄県に所在する事業実施主体 沖縄総合事務局長

その他の都府県に所在する事業実施主体 地方農政局長

６産業化推進整備事業のうち農商工等連携タイプの事業
実施体

北海道に所在する事業実施主体 北海道農政事務所長

沖縄県に所在する事業実施主体 沖縄総合事務局長

その他の都府県に所在する事業実施主体 地方農政局長

(注)地方農政局の管轄区域は、農林水産省組織令(平成12年政令第253号)第90条
に定める管轄区域である。

- 5 -




